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総合科学技術会議評価専門調査会 

「太陽エネルギーシステムフィールドテスト事業」 

評価検討会（第１回）議事概要（案） 

 

日 時：平成１８年１０月５日（木）１６：００～１７：４５ 

場 所：中央合同庁舎４号館 共用第４会議室（４階） 

 

出席者：平澤座長、柘植委員、薬師寺委員、笠見委員、古田委員、 

    松橋委員、吉岡委員、若尾委員 

事務局：川口参事官他 

欠席者：西尾委員 

説明者：経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

    新エネルギー対策課長            安藤晴彦 

    経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

    新エネルギー対策課課長補佐         大竹康一郎 

    経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 

    新エネルギー対策課課長補佐         倉本浩司 

 

議 事：１．開 会 

    ２．調査・検討の進め方について 

    ３．研究開発概要の説明と質疑応答 

    ４．議 論 

    ５．閉 会 

 

（配布資料） 

  資料１－１ 平成１８年度における大規模研究開発の事前評価について 

  資料１－２ 評価検討会運営要領（案） 

  資料２－１ 太陽エネルギーシステムフィールドテスト事業 

                    （経済産業省資源エネルギー庁） 

  資料２－２ 太陽エネルギーシステムフィールドテスト事業 

           ～シリコン原料の状況について～ 

                    （経済産業省資源エネルギー庁） 

 

（机上資料） 

  ○ 国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成１７年３月２９日） 

  ○ 科学技術基本計画（平成１８年３月２８日） 

資料１ 
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  ○ 分野別推進戦略（平成１８年３月２８日） 

 

議事概要： 

 

【事務局】時間になりましたので、ただいまから太陽エネルギーシステムフィ

ールドテスト事業（第１回）評価検討会を開催させていただきます。 

 本日は、皆様ご多忙のところ、また急なお願いにもかかわらず、ご出席いた

だきましたことに、御礼を申し上げます。 

 本評価検討会の座長ですが、総合科学技術会議評価専門調査会の専門委員の

中から座長を選出することにしております。９月１３日に開催いたしました評

価専門調査会で、平澤委員に座長をお願いすることでご了解をいただいており

ますので、これから先の進行につきましては平澤座長にお願いをしたいと思い

ます。 

 それでは、平澤委員、よろしくお願いいたします。 

【座長】このたび、この検討会の座長を仰せつかりました平澤です。よろしく

お願いいたします。 

 今回、第１回の検討会を進めるわけですけれども、本会を設定する根拠と経

緯等をまず確認した上で議論に入りたいと思います。内閣府設置法に「科学技

術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価」

を実施するということが規定されていて、具体的には、総事業費で国費の総額

が約300億円以上の案件について総合科学技術会議が自ら検討するということ

になっております。 

 この検討会の主題というのは、経済産業省の研究開発課題「太陽エネルギー

システムフィールドテスト事業」というものでありまして、今までの研究開発

だけの課題に対して、これは専門調査会のときにもちょっと議論がありました

が、研究開発事業というよりも括弧つきの事業というようなニュアンスが強い

と。どちらかというと、研究開発をずっと太陽エネルギー関係をやってきたわ

けで、サンシャイン以来やってきたわけですけれども、それの実用化あるいは

実施を普及させるという、そういう最後の段階の方にかかる事業ということに

なります。 

 したがって、研究開発だけではなく、新たな評価の枠組みでこれに取り組む

必要があるのではないかと私は考えております。そういう意味でも、改めてこ

こでの検討をよろしくお願い申し上げます。 

 今回は非常に急なお願いでありましたけれども、委員の方々にはお引き受け

いただきまして、ありがとうございました。 

 早速ですけれども、事務局の方から出席の方々のご紹介をお願いいたします。 
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＜事務局から、名簿に基づき、出席議員・委員の紹介が行われた。＞ 

 

【座長】それでは、この検討会の進め方について、同じく事務局の方から説明

をお願いします。 

 

＜事務局から、配付資料の確認及び検討会の進め方について説明が行われた。＞ 

 

【座長】ただいまの説明のように、この検討会の構成、それから使命、検討の

手順、スケジュールについて、何か質問があればお伺いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 それでは、運営要領に関係している事項としまして、先ほど説明がありまし

た２つの資料の部分に関して一部を非公開にというご希望が出ているというこ

とを我々は踏まえた上で、最後にそれをどのように扱うかということを検討し

たいと思います。 

 それに関連しまして、公開・非公開に関する具体的な取り決めとしてまずは、

会合は、評価それ自身にかかる部分は非公開にするということ、傍聴は総合科

学技術会議の事務局限りということであります。 

 それから、省に説明を求める場合には、補助者を含めて、その方たちに必要

な部分のみの説明を受けるということになります。 

 問題は公表・非公表の部分でありますけれども、これは会議終了時に、説明

をいただいた後、我々で判断してそれを決めてよいということになっておりま

す。公表を原則とするけれども、適さない部分はその理由を沿えて非公開、非

公表にすることができるというわけです。 

 それからもう一つ、議事録に関してですが、この検討会も議事録を作成いた

します。これは後で文言をチェックしていただきますけれども、その際の修正

というのは最小限にとどめて、特段の理由がない限り発言に沿ったものをその

まま議事録にしたいと、このように考えております。どうかよろしくお願いい

たします。 

 今のような段取りで進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、早速ですが、経済産業省の担当の方にお入りいただきまして、説

明を受けたいと思います。 

 

（経済産業省説明者入室） 

 

【座長】本日はお忙しい中、この評価検討会にご対応くださいましてありがと
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うございます。 

 今回は、まず２５分間説明をいただいて、その後の２５分で我々との間で質

疑を行うということを予定しております。 

 それでは、早速ですけれども、説明を伺わせていただければと思います。 

【経済産業省】本日はすばらしい機会を与えていただきしまて、ありがとうご

ざいます。経済産業省新エネルギー対策課長安藤でございます。 

 大規模プロジェクトで300億円を越えるものが基本的にご審査いただく対象

であると私どもも理解しておりまして、この事業は、研究開発というよりは初

期市場創造のために、太陽光パネルを事業用のところに展開し、２分の１で支

援してデータをとりながら、先端的な技術が市場に導入されていく部分をお手

伝いしている事業です。 

 従いまして、ゲノムのような世界で大規模なプロジェクトを仕立てて何百億

円で実施するというものと少し性質が異なっておりますので、その点だけあら

かじめご理解ください。また、個人向けの太陽光補助金が、市場もだんだん育

ってきたということで終了しております。それを受けて、むしろ産業用、業務

用にフィールドテストというかたちで、個人向け補助金にかわるような制度と

しての運用を行い、予算的にも大きくしていくといったところで、たまたま４

年間で300億円を越えるということになっております。また、予算がますます

縮減されている関係で、太陽熱と太陽光と合わせての予算とさせていただいて

いるところもありまして、この場にお呼びいただいたということです。事務局

の方々には、かねがねそのような点をご説明していましたが、是非ご説明する

ようにというお話をいただきまして、また、太陽光自体非常に重要なプロジェ

クトですので、この機会に周辺の状況まで含めてご紹介、ご報告を申し上げた

いと思います。 

 お手元に２枚の資料を用意しています。一つは、事業そのものにかかわると

ころ、それからもう一つは、事前のご審査の段階でシリコン原料不足の問題に

ついてご質問いただきましたので、資料の２－１と２－２ということでご用意

をさせていただいております。これに沿って順次ご説明を申し上げたいと思い

ます。 

 資料２－１の１枚目です。 

 １９７４年からサンシャイン計画がスタートいたしました。これはオイルシ

ョックの後すぐに、代替エネルギーとして技術で何とかブレークスルーを生み

出していこうというものでして、当時は現実のものからはかなり遠かったので

すが、そうした努力の積み重ねがようやく太陽光を現実のものにしつつあると

いうことです。現状で140万キロワット超のものが国内に入ってきております。 

 左側の欄には、研究開発の具体的なアイテムでして、青字は太陽光、それか
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ら緑の方が太陽熱利用です。初期の頃は太陽熱利用が現実に近かったので、

色々なカスケードを組んだり、冷暖房に使うような努力をしておりました。 

 他方、太陽光発電の方では、結晶シリコン系から始まりまして、アモルファ

スその他いろいろな可能性のあるもの、高効率のものを狙う建材一体型が開発

アイテムになってまいりました。 

 右側の方には、同じく太陽光と熱のそれぞれ研究開発から出てまいりました

結果を書かせていただいております。個別のところは除かせていただきますけ

れども、こうした基礎的な研究が現実のものに適用されてきて、全体的なとこ

ろで申し上げますと、太陽光でこれまで1,800億円ぐらいの国家資金を投入し

ていますけれども、ようやく現状で3,000億円を越える太陽光産業、世界でト

ップの産業群をつくり出したということでございます。マクロで見ますと、非

常に政策的にも成功例の一つではなかろうかと存じます。 

 次の２ページです。 

 これは現状のエネルギー政策における新エネルギー、太陽光の位置づけとい

うのはどういうものであるかといった点について簡単に整理をさせていただい

ております。 

 この６月に新・国家エネルギー戦略を策定いたしました。これは諮問会議な

どで議論された経済成長戦略の柱の一つとして盛り込んだものです。大きく分

けますと、省エネルギーとそれから原子力、さらに資源確保といったポイント

がございますが、それに加えて、特に、赤字で抜いてありますように、運輸エ

ネルギーの次世代化計画あるいは新エネルギーのイノベーション、このあたり

のところにも焦点を当てる計画になっています。 

 右側の方には、新エネルギーイノベーション計画の概要をまとめさせていた

だいておりますが、ご説明は割愛をさせていただくとしまして、３ページにそ

のイメージ図を書かせていただいております。 

 ２０１０年度に1,910万ｋｌの達成目標を掲げており、これはハードルが高

いのですが、そういう努力をするとともに、中長期的に太陽光、バイオエタノ

ールあるいはそれ以外のものも含めて実際の需給に直接かかわるもの、あるい

は中小企業を含めた産業構造をうまくつくっていくもの、更に技術開発を進め

ていくもの、もう少し先端的にベンチャーが頑張っていくような新しい芽をう

まく育てる、こういった重層的な支援策を講じていくことで、多様な新エネル

ギーの分野でのしっかりとした柱をつくっていこうという仕掛けです。 

 ４ページのところには、簡単に新エネルギーの導入実績、目標、このあたり

を整理させていただいております。 

 データの制約上、２００３年度のものが最新ですが、２０１０年の目標と30

年の見通し、こういうものを下の方に整理をさせていただいております。今日
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のテーマになります太陽光発電、それから太陽熱利用、こういった目標値を持

ちながら努力をさせていただいているということです。併せて、新エネルギー

の目標値も大体こういうイメージになっているということをご理解いただける

かと思います。 

 ５ページに、先ほど申し上げましたが、99年以来ですが、生産量で世界トッ

プで、世界の約半分程を占めております。ところが、ドイツのベンチャーであ

るＱ－Ｃｅｌｌｓなど、99年創業のものが去年京セラを抜きまして２位に上が

ってきたり、中国では、オーストラリアで学んだベンチャー企業家がＳｕｎｔ

ｅｃｈというものをつくりまして、これも６位あるいは５位をねらってくる状

況が来ておりまして、この分野でも実はベンチャーという動きが激しくなって

きております。 

 そうはいいながら、日本の企業にはずっと努力してきた物づくりがあります。

また、政策的な市場創造といったところを含めての応援をしてまいりました。

特に個人住宅向けの太陽光の支援策といった強烈な制度、更に電力会社による

余剰電力の買い取りといったところが相まってこういった状況が出てきている

わけです。 

 先ほどは生産量ですが、６ページに最近の導入の状況を整理させていただい

ております。 

 実はドイツが急速に伸びてきておりまして、昨年２００５年の最新のデータ

では、日本をわずか7,000キロワットですが、追い抜いております。これはド

イツの原発に対する政策といったポジションもありますが、太陽光に対してキ

ロワットアワー80円、これは最高値ですが、非常に高い価格で電力を買い取る

といった強烈な政策をしております。日本においても、売値と買値を一緒にす

るという電力会社の自主的な努力によって23円で電力を買うということをして

おりますが、ロンドンのアナリストによりますと、ドイツでは、６％で金融が

回るため、空き地があれば太陽光を建てるべしといった話もあり、こういった

流れでドイツが急速に伸びているということです。 

 ７ページにそのあたりの状況について整理をさせていただいておりますが、

特に再生可能エネルギー法の改正法施行の2004年以降、こうした高い買取価格

の設定がありまして、強烈なインセンティブになっております。フィードイン

タリフという言い方をしてございますが、イタリア、スペインなども真似てお

り、イタリア、スペインのマーケットでは９％で金融が回るという話もあるよ

うです。 

 それから、８ページにアメリカの計画の導入施策ということで整理をしてお

ります。 

 アメリカの方はドイツに比べますとそれほど激しい政策ではありません。先
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ほど、６ページのグラフでも、アメリカは日本に比べても淡々と伸びてきてい

るということがご覧いただけるのではないかと思います。 

 それから、アジアの無電化村のようなところでの電力供給には、蓄電池の技

術などともうまく組み合わせていかなければいけませんが、太陽光発電が非常

に有効ですので、アジアの国々で日本の技術をうまく展開をしていくという取

組みを行っております。これが９ページの内容でして、ＮＥＤＯにおいて、委

託先企業と更にその相手国のカウンターパートと組みまして、アジアでの太陽

光発電を中心とした実証事業を行う等、色々な仕掛けを組んでいるということ

です。 

 右側の写真では、これはカンボジアの例ですが、太陽光とバイオガスを組み

合わせや、太陽光と小水力を組み合わせていくものなどで応援をしております。 

 １０ページです。 

 太陽エネルギー普及のための取組みということで整理をさせていただいてお

ります。次世代の新しい技術が多く出てきている研究開発段階での基礎研究と、

更に応用面で効率を高めていくような、あるいは耐久性を高めていくような技

術開発を、予算上の制約から、太陽光発電や太陽熱利用、更にバイオマスも含

めて統合させていただき新エネルギー技術研究開発として、より重点的に使え

るようにしていこうという努力をしております。 

 それに加えて、このような基礎的なものができた後に市場展開をすると、や

はり値段が高いわけでして、現状でもキロワットアワー46円と言われています

が、そういった倍ぐらい高いものを何とか導入していくといった観点から、フ

ィールドテスト事業で２分の１の助成をしております。 

 今回、太陽熱と光、２事業を統合させていただきまして、この結果90億円程

度の事業になったということでございます。これは冒頭申し上げましたように、

どちらかといいますと、研究開発フェーズよりは実際の市場展開、ここをサポ

ートしていくもので、新しい太陽光あるいは太陽熱の製品について、フィール

ドテストでデータをとりながら応援するという事業です。 

 それ以外に、各自治体等でも導入普及の施策などあります。また、ＲＰＳ法

などの電力会社による買い取り義務付けといったものもありますが、これは新

エネ全般の話です。 

 そして、１１ページにＲ＆Ｄの背景ないしその目標といったところを整理さ

せていただいております。 

 現在、現在ワット当たり１４０円程度のモジュールの製造コストを、２０３

０年に向けて100円から50円のところをねらって段々下げていく取組み。現在

耐久性に関して、メーカー保証は１０年程度ですが、実際は20年程度あり、こ

れを30年にしていく取組み。それから、シリコン原単位も今現状ではワット当
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たり９グラム程度ございますが、これを10分の１程度に低減させる取組み。イ

ンバーターのコストも結構高く、キロワット当たり10万円程度ですが、これを

１万5,000円程度まで低減させる取組み。蓄電のところもキーテクノロジーで

すが、ワットアワーで80円程度しているものを８分の１程度まで低減させるこ

とを目標とした取組みを行っております。 

 更に、その右側の方は、多様な太陽電池の取組みです。従来型がどちらかと

いいますと多結晶です。発電効率も非常に高いものでありますが、逆にコスト

も高く、シリコンの問題がございます。薄膜型のもの、あるいはシリコンを使

わない銅、インジウム、セレンといったＣＩＳ系のものから、色素増感型とい

ったものまでも取り組んでおります。変換効率その他ございますけれども、で

きるだけ高いターゲットを持ちながらの開発支援をさせていただいている状況

です。 

 １２ページのところには、産業界あるいはＮＥＤＯ等を中心に策定した技術

開発シナリオを整理させていただいております。 

 現状発電コストの46円の半分である23円を２０１０年の目標としており、何

とか達成の見通しもありますが、志としては、できれば14円キロワットアワー

のところを２０２０年、更に２０３０年には火力発電並みに相当するようにし

ていきたいというものです。こうした中では、従来型の単結晶・多結晶シリコ

ンといったもののみならず、新しい材料、新しい構造のもの、特に量子ドット

のようなものも含めて色々な取組みがありますが、そういったものを応援して

いく流れになってきております。 

 １３ページに、冒頭申し上げた「太陽エネルギーシステムフィールドテスト

事業」の中身を整理させていただいております。 

 冒頭などで申し上げておりますが、基本的に新型のシステムを実際に導入し

ていただく業務用、産業用に対して２分の１で支援していくというものです。 

 右の方にスキームが書いておりますが、国から交付金をＮＥＤＯに出しまし

て、ＮＥＤＯが２分の１を負担して実際に設置をしていただき、データを収集

していただくというものです。 

 左側の方に、どういうものを新型あるいは推薦すべきものとして取り上げて

いるかといった点を青い枠の中で整理をさせていただいております。新しいモ

ジュールのものですとか、建材一体型のもの、あるいは効率を向上させている

ものを中心に事業を実施させていただいているということです。 

 それから、具体的な例ということで、１４ページ以降にイメージを書かせて

いただいております。 

 フィールドテスト事業②ということで、太陽光では、新型のモジュールや屋

根材一体型、あるいは新しい制御方式、効率向上型の例ということで、下の方
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に書いてあります。 

 これは大規模商業施設のシースルー型のアモルファスシリコンタイプであっ

たり、あるいは屋根のところにつけていくタイプでしたり、これは屋根材一体

型ということでコストダウンにつながってまいります。それから曲面でも設置

できるようなタイプのもの、こういうことになりますと、設計に関する自由度

が高まってまいりますので、フィールドテストとして初期市場創造の部分をお

手伝いしているという状況です。 

 それから、１５ページです。これは太陽熱の方です。 

 割と太陽熱の方がトラディショナルな分野ではあるのですが、ここでも色々

な新しいタイプのアイデアが、色々な努力により進めてられております。真空

管型で集熱をしてできるだけ効率よく熱をとっていくといったタイプのものな

どで取り組んでおりますし、集合住宅みたいなものにうまくかませていくとい

った取り組みもございます。こういった新しいデザイン、新しい標準化などを

取り込んだようなフィールドテストに対して支援をさせていただいているとい

うことです。金額的には太陽光に比べて、今年度の実施が６億円と小さいです

が、こういった部分でもお手伝いをしているということです。 

 １６ページの方です。ここではフィールドテスト事業の達成目標や期待され

る効果といったあたりについて整理をさせていただいております。 

 それから、既存事業の統合メリットということですが、これは背景には、実

は予算が今回電特から石特の移行といったところがありまして、非常に厳しい

状況の中で、できるだけ統合化することで、より重点的に応援をしていけるよ

うな機動的な体制を敷くといった観点から、太陽光と太陽熱を統合させていた

だき、来年度要求に盛り込ませていただいているわけです。 

 それから、最適化・標準化、こういったところも施工方法も含め努力をして

おります。 

 採択、評価の体制は、ＮＥＤＯにおきまして外部有識者による採択審査委員

会、こうしたものを組織しご審査いただき、最終的に決めていくものでござい

まして、委員の先生方の中にもご指導いただいている方がいます。これがそう

いう仕掛けです。 

 １７ページのところには、アディショナリティ、これはご指示により整理を

させていただいております。大体太陽光でいきますと7.2万キロワットという

ことです。こうした中で、フィールドテストは２万キロワット弱でございます。

基本的に太陽光発電メーカーなどが自分のところで設置していく、こんなもの

も７万2,000キロの中には入っているわけです。更に個人向け太陽光ですが、

これは段々市場が立ち上がってきております。最近では、ある住宅メーカーで

は55％の新築住宅に太陽光を乗せるという情報もあり、ある意味マーケットの
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樹立が少しできつつあるわけでございます。これが産業ではなかなか難しいと

いう状況のため、特に業務用、産業用を応援していくというものです。 

 下の方には、投資回収期間などの試算を一応整理させていただいております。 

 本事業がない場合は70年と、実際に全く割に合わないわけでございますが、

本事業の実施でも35年で厳しさがあるわけです。やはり二酸化炭素削減、ある

いは環境対策、あるいは新技術、こういった観点から協力いただける方々にフ

ィールドテストという形での応援をさせていただくというものです。 

 それから、１８ページです。 

 ここには、昨年度ＳＡＢＣ評価への対応状況ということで整理をさせていた

だいております。時間が迫っておりますので、一応整理ということでお許しを

いただきたいと思います。 

 そして、残っておりますもう一枚の資料２－２、これはご指摘をいただいて

おりましたので、シリコン原料の状況について整理をしたものです。 

 １ページをご覧いただきますと、もともとの珪石、これは中国などに随分資

源が多くございますが、そうした珪石のところから電気炉などで金属シリコン

をつくりまして、トリクロルシランというものを生成し、これをまた還元をし

ながら純度を高めてまいります。それを溶解し、半導体産業からのシリコンウ

エハーのスクラップなどもうまく使いまして溶解をし、固めてスライスをして

シリコン基板を作製し、太陽電池セルができあがるといった流れです。 

 右側に国内企業、それから海外企業を整理をさせていただいております。日

本企業について、中ほどのところに黄色い字などで書かせていただいています。

特に注目すべきは、中ほどの半導体シリコン、従来は純度11Ｎといったもので、

半導体ウエハーのバイプロということを中心にしておりましたので、これだけ

の高純度で太陽電池をつくっていたわけですが、ある意味若干純度が高めでし

て、ソーラーグレードでは大体６Ｎで十分ですので、そうしたものを今度はつ

くるような段階になってきているという状況です。ある意味シリコン不足が逆

に産業としての足腰を強める方向に物事が動いているというのが現状です。 

 ２ページに需要の予測、それから生産能力、このあたりのところを整理させ

ていただいておりまして、線の方がそれぞれ色々なプロフェッショナルによる

需要予測です。２００７、２００８、２００９、２０１０年と整理をしてあり

ますが、これに対して公表ベースでの生産能力拡張計画では、しっかりとマー

ケットがあれば、需要があれば供給もついてくるという原則どおり伸びが見込

まれておりまして、ただ、２００７年のところあたり、特に２００８年までの

間に若干需給が逼迫をする状況が予測されております。 

 他方で、ダウンペイメントの長期契約による調達、スポットによる調達、あ

るいは在庫を持っている等、各社それぞれ戦略があるわけですが、他方で、技
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術開発でできるだけシリコンを使わないタイプの太陽電池といったところへの

シフトも見られております。それは、ある意味でシリコン不足が新しい技術へ

のアクセラレーターになっているというようにもご理解をいただけるかと存じ

ます。 

 ３ページに、緑のところでは、まず半導体用シリコン製造プロセス、太陽電

池用としてのソーラーグレードのシリコンの設備投資、この辺を書かせていた

だいております。新規技術では新しい６Ｎ程度のものから、消費量低減策とし

て従来厚さ300ミクロンのものを100ミクロン程度の極薄型化にしていく取組み、

あるいはインゴットをスライスするところで、この切りしろを減らしていく等

の努力をしておりますす。 

 ４ページには、シリコン原料不足に対応した技術開発をＮＥＤＯでどういう

ふうに応援をしているのかといった点について整理をさせていただいておりま

して、原料シリコンを低コストでつくっていく、特に、金属シリコンからダイ

レクトに太陽電池が作れるようですと、コストも安くなってまいります。また、

次世代の超薄型のもの、あるいは薄膜のもの、さらにシリコンを使わないＣＩ

Ｓ系、酸化チタン等を用いた色素増感型、更に量子ドット型といったものも含

めて開発を進めてさせていただいている。それから、廃シリコンの回収技術、

この辺のところにも目配りをし始めているということです。 

 当方からのご説明は以上とさせていただきます。 

【座長】どうもありがとうございました。 

 それでは、今から２５分間の質疑を行いたいと思いますが、恐縮ですけれど

も、委員の皆様方にはこの場では評価結果に関する意見というのはお述べにな

らないようにお願いいたします。しばらく自由にご発言いただければと思いま

すが、いかがでしょうか。 

【委員】ここで、システムを産業・公共施設に導入しということになっている

わけですけれども、財政赤字下での公共支出ですから、しかも、太陽電池は今

でも劣化が小さく、何十年も持つわけですね。そうすると、それは社会資本に

なるのではないかと思うのですけれども、公共施設でもしも例えば売電した場

合に、そのリターンは国にまた戻ってくるのか。そういうものの仕組みをお聞

かせ願いたいと思います。 

【経済産業省】太陽光に関しては特別な仕組みをしておりまして、売電のとき

のリターンは基本的に電力会社が、売値と同じ値段で買うというものです。こ

れはいまだに個人向けのものも同じことをしておりまして、家庭用の電気料金

の単価は約23円キロワットアワーですので、買取価格は23円です。平均料金で

買うところもあるのですが、東電、関電、そして九州電力では、家庭用の料金

が３段階の料金になっておりまして、使えば使うほど高くなるという仕組みで
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して、３段階目の高いところから買い戻していくというところが今申し上げた

３社の仕掛けです。 

 お尋ねの公共施設の部分、これはどちらかといいますと業務用ということで

すので、単価的には23円よりもっと下がってまいります。10円台中ほど程度に

なってくるわけですが、基本的に10円台で買うというのが今の仕掛けでして、

それは基本的に売られた方のところに入ってくるということで、国の方に戻っ

てくるわけではありません。逆にそれで投資をされた方の回収ということが当

然のことながら行われてくるといった仕掛けでございます。なかなか23円とい

うことですと、現在の発電コストが46円ですので、屋根と一体型にしますと、

屋根をつくるコストと太陽光のコストと、それから売電をしたコストを兼ね合

わせまして、長い目で見て個人でもプラスになってくるということが出てきて

おります。産業用、業務用の単価ですと、回収年数が30年を越えるという試算

もありますので、厳しいところがありまして、そこをイニシャル部分で２分の

１のこの事業で補助をさせていただいている、これが全体の仕掛けです。基本

的に売電の収益については個人といいますか、建てられたオーナーのところに

入ってくる、それで投資が進む、こんな仕掛けです。 

【委員】そうしますと、これは経常支出になるわけですね。投資ではないわけ

で、国には戻ってこないわけですね。 

【経済産業省】戻ってまいりません。 

【委員】わかりました。 

【委員】エネルギー問題というのは長期的な視点でやらないとだめだと思うの

だけれども、資料２－１の方の４ページに２０３０年の見込みがありますね。

この時点では新エネルギーの中で太陽光発電が圧倒的に多いという絵が書かれ

ているわけですけれども、聞きたいことは、２０３０年はちょっと長いので、

２０２０年というのはどんなターゲットになっているのかが第１点。 

 それから、第２点は、２０３０年でもいいのですけれども、この太陽電池の

内訳はどういうことを考え、薄膜もこの中に入ってくるのか、それともやはり

ポリのバルクがメーンなのか。これはコストパフォーマンスがよくないと使え

ないわけだけれども、どこかにコストターゲットはありましたね、違うか。効

率はあったんだけれども、ではコストターゲットを本当にどの太陽電池が一番

クリアできる可能性があるのか、その辺はどう見ているのか。それによってア

プリケーションをトライアルするときのウエートというのは当然変わってくる

わけですね。今のためにやっているわけではなくて、将来日本が２０２０年、

３０年のところでどういうエネルギー政策になっていくのかということとすご

く関係すると思うのです。その辺をちょっと説明していただきたい。 

【経済産業省】まず第１点目です。 
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 ２０２０年というターゲットは実はつくっておりません。２０１０年のとこ

ろと２０３０年という、ちょっと割と期近なところと少し長い目ということで

整理をしております。コストターゲットの部分については、この資料の１２ペ

ージにイメージのシナリオとして書かせていただいております。 

 これは、今、先生からご指摘がありましたように、バルクのところ、結晶の

ところがどうなのか、あるいはそれ以外のもの、これはいろいろなアイデアが

出てきておりまして、薄膜もさることながら、薄膜を多接合にしまして、でき

るだけ光スペクトルをうまくとっていく、こんな仕掛けが割と成功し出しつつ

ございますし、さらに、色素増感については、現在耐久性に若干問題がありま

すが、ある意味でシリコンも使わないタイプでございますし、安く作れるので

はないかという期待感があり、電解質の部分の閉じ込めでもかなり技術的には

難しいところがありますが、そこら辺も可能性があるのではないかなと考えて

おります。 

 さらに、今期待がかかっておりますのは、やはり第３世代の太陽電池でござ

います。これは従来のシリコン系のものではなくて、タンデムも入ってまいり

ますが、むしろ狙いは量子ドットの可能性です。一つの光子から３つの電子を

取り出せるというもので、業界関係者も大いに期待を寄せております。これは、

こういった量子ドットが本当に実用化してまいりますと、それこそ離島で発電

しているディーゼルエンジンのようなものにも勝てるような太陽電池がしっか

りできる可能性があるからです。 

 実は、目先の2010年の段階でも、現状の発電コストは46円キロワットアワー

ですが、23円はもう見えております。これは原料のシリコンを、金属シリコン

からある程度手間をかけずにソーラーグレードの６Ｎ程度のものを作っていく

という取組等があり、こういった努力で現状の半分のコストというものがもう

見えてきているということです。。 

 ヨーロッパの非常に激しいインセンティブを行っている国の中では、数万キ

ロワットの太陽光発電所がＩＰＰとして出てくるといったことが実は現実にあ

るというのが実態です。 

 一方で、そういった先々を見通しますと、量子ドットの部分を集光にしまし

て、500倍集光といったフレネルレンズみたいなもので集光した上で効率よく

変換をしていく、ここがある意味で非常に期待のかかる部分でございます。若

干細かな話になりますのですが、量子ドットをうまく使っていくタイプのもの

です。ドットの不整合性といいますか、ばらつきをどう揃えるかというのが非

常に量子効果を出すのに重要でして、これは10％のばらつきを切るようになり

ますと、圧倒的に変換効率が上がってまいります。現状、ＮＥＤＯで応援させ

ていただいて、日本が今最先端を行っておりまして、12％まで来ております。
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ですから、その閾値を越えるようになりますと、研究レベルものから現実のも

のに近くなってくるのではないかという期待を持っております。勿論、量子ド

ット以外の色素増感型では、酸化チタンが主ですが、それ以外にも更に安くで

きそうな酸化亜鉛によるものがありまして、世界の中でも岐阜大学を中心にし

たチームがトップを走っておりますが、そういった部分にも目配り、気配りを

しながら展開をしていくというのが現状です。 

 12ページに書かせていただいておりますが、シリコンでも化合物でもない新

材料、色素、あるいは量子ナノ構造とこう書かせていただいているのには実は

そういう期待を込めてのシナリオということになっております。 

 更に太陽光をうまく市場展開していくための隠れたキーテクノロジーが蓄電

池であると私どもは思っておりまして、この事業とは別途来年度新規要求で50

億の予算要求をしておりまして、特にリチウムイオンや、これのもう少し先を

行くようなもの、あるいはニッケル水素、キャパシタ含めての話です。この電

池系のところを強くすることで、日本でも現在リチウムは世界の６割を占めた

しっかりとした産業になっておりますが、まだ弱電系中心でして、ハイパワー

のところまで進みますと、ハイブリッド自動車のもっと進化系で、プラグイ

ン・ハイブリッド、家庭用の電源から入れられるもの、あるいは電気自動車、

更に太陽光、風力の平準化といった環境絡みのところで電池の持つ潜在能力が

こうした太陽光と合わせまって非常に効果的に効いてくるのではないかと考え

ております。それがこのシナリオの中で点線を書きまして、初期のイニシャル

は高くなってまいりますが、蓄電池付きシステムとしており、その電池の進化

とあわせて導入も進んでくるのではないかという期待を持ちながら、イメージ

を書かせていただいているということです。 

【委員】ちょっと説明が長かったのだけれども、要は、何のためのフィールド

テストをやるかということです。だから、将来本命となるようなものを中核に

やらないとなかなか効果が長続きしないわけですね。23円のところというのは、

ほとんどがバルクというか、ポリでいくのではないかと思ってはいるのだけれ

ども、その辺の見込みの中で、今回のフィールドテストというのは将来へ向け

てどういう可能性を追求していくのかというのがすごく重要だと思うのです。

いろいろな技術開発の中で、その辺の統一的な、戦略的なというか、考え方を

ちょっと聞きたかったのでが。 

【経済産業省】一言で申しますと、このフィールドテストで狙っておりますの

は、期近の商品になったものを市場導入していくところを応援していくという

観点ですので、ある意味ポリのバルクというものがこの事業の焦点です。なか

なか色素増感、その他モノになっていないものをフィールドテストでいっぱい

出しましても、これは実際にユーザーが損するだけですので、逆に効率を高め
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ていく、あるいは耐久性を高める、建材一体型、この辺のところで、今あるも

のよりちょっと先の部分、ここを応援するのが実はこの事業の狙いということ

です。それはこの事業の性格でして、冒頭も申し上げましたように、技術開発

というよりは実証の中でも特に市場創造という部分で、ある意味普及促進策、

こういう位置付けであるという点からそのあたりが狙いになってくるというこ

とでご理解いただきたいと思います。 

【座長】今のところは評価のポイントとして非常に重要な点なわけで、この事

業についての評価をするという観点からすれば、まさに普及促進だとすれば、

何が普及促進を加速する要因になり得るかということを我々としては把握しな

いといけない。それで、るるご説明あったような新たな技術開発というのは、

別のプロジェクトで動いていることであり、もしかしたら、商品開発といった

ようなものもそれなりに別のものもあるのかもしれませんね。この辺は分けて

やはり議論したいと思いますので。続けてご質問よろしくお願いします。 

【委員】今の冒頭とも関係するのですが、12ページにコスト低減のシナリオが

ありますが、これと先ほどご説明のあった２０１０年度、２０３０年度の導入

の量の見通し、この間の関係について、何らかの数理モデルか電源構成のモデ

ルか何かでされていると思うのですが、実際にはどのようなマーケティング分

析といいますか、数理モデルでこのコストと導入量のリンクをとっておられる

のか、この辺を伺いたいと思います。 

【座長】もしこの場でお答えいただけないならば、また次回までの間にいただ

いても結構です。不完全なことならば、そういうことでも結構です。 

【経済産業省】ありがとうございます。 

 正直なところを申し上げますと、そういう数理モデルはありません。期待値

を込めてということです。この事業の性格というのは、新しい技術が立ち上が

ってきて、製品になり、またそれが市場に出ていってコストダウンということ

になるわけですが、そこで重要なのは、量産につながるかどうかといった点で

して、量産というのはある意味売れない限りはコストも下がらない。その売れ

るかどうかというところで、基本的にコストが高いわけですから、倍以上の価

格で、回収するのに７０年もかかるものを誰も入れないわけでして、そこのイ

ニシャルコストを２分の１下げられるような制度を設けることによって導入補

助をしている、こういうふうにご理解をいただければと思います。 

 ですから、冒頭申し上げましたように、これは本当に開発事業としてご審査

いただく、あるいは研究開発としてご審査いただくものかというと、どうも私

どもは違和感がありまして、個人向け太陽光補助金、これは住宅につけるもの

に補助していましたが、その流れをくんでいる事業ですので、初期の導入マー

ケットを広げる、こういうある意味販売促進策、量産促進策、こういうもので
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あるとご理解をいただきたいと思います。 

【委員】趣旨は大変理解いたしました。ただ、コストと量の関係というのは何

らかの見通しといいますか、モデルによって検証されているべきだとは思いま

す。 

【座長】重要な論点だと思いますので、また改めて我々の方で議論し、経済産

業省の方でもご検討いただくということにしたいと思います。 

【経済産業省】そこは、実は需給部会の大きな見通しの中で、太陽光の導入量

とかを議論させていただいております。 

 ただし、太陽光のコストとさらに導入量ということの相関を必ずしもとって

いるわけではありません。と申しますのは、全エネルギーの価格見通しがどう

なるのか、原油価格がどうなるかと、ここら辺の非常にマクロなフレームワー

クとのリンケージがありますので、太陽光が幾らになろうが、実はほかのもの

の相対関係が変わってきますと、導入量も当然変わってまいります。 

 そうした中で、ある意味これぐらいのものを賄っていきたいという政策的な

期待値、あるいはそこに向けて開発の努力を応援していくのだという、ある意

味少し先決め的なところがある点を是非ご理解をいただきたいと思います。 

【座長】今のようなご事情は十分承知した上でのご質問だと思いますけれども、

改めてまた議論したいと思います。 

【委員】基本的なシナリオですけれども、かなり大胆にマーケット、ユーザー

の方のマーケットへ手を挙げていかなければならないと。 

 基本的なアプローチとしてはディバイスのコストを下げることによって、徹

底指導しましょうということだと思うのですけれども。今回のフィールドテス

トでサポートしようとしているのは、補助金的な位置付けということですけれ

ども、アプローチというか、ターゲットは２つあると思うのです。１４ページ

に写真があるようなのは、これは既に出ているところですね。 

 ですから、１つのアプローチとしてはこういうトライアルが始まっていると

ころの同じようなアプリケーションに対して量を増やそうというような視点な

のか、それともこういうところに使われ出しているけれども、そうではなくて、

まだ使われていないようなところ、新たなところに展開しようと、そういう人

たちをサポートしようとしているのかどちらですか。 

【経済産業省】それは端的に前者です。 

 要は、製品として出てきたものを量的に増やしていく、それがある意味、世

の中に例えばイオンのスーパーマーケット、こういったところに壁に入れてお

しゃれだと、地球にいいことやっているのだ、これがある意味ブランドイメー

ジにもつながり、かつ他のライバルの企業たちにも当然入っていくわけです。

それがマーケットを広げていく。ある意味、初期の部分でもあるのですが、実
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はその次をやろうとする人たちにも２分の１で応援をしていきます。 

 ただ、何年か経ちますと、このタイプのものというのはトラディショナルな

ものになり、また新しい技術による製品も出てまいりますので、単純な補助と

いうわけではなく、もう少し効率の高いものに段々と軸足を移しながら、先を

少し行くようなところに重点を置きながらの補助をさせていただいています。 

 ご指摘の前者であると認識しております。 

【座長】今の点に関して確認をしておきたいのですけれども、フィールドテス

トというような観点から言うならば、例えば劣化の様子であるとか、それから

ほこりが堆積したときにどうこうとか、その視点の問題をいよいよ解決してい

くというのも含まれているのかなとも思うのですが、今のご説明ではそれは入

っていないと考えていいのですか。 

【経済産業省】入っております。 

 一方で、個人向けの太陽光補助金は、政策的にマクロで見ますと、非常に大

成功のうちに終了しました。財政審議会での議論もあり、太陽光の初期マーケ

ットを創るところで、ある程度コストが下がり、40円を切ってくれば補助金を

やめたらどうかという議論がありました。 

 個人向けは、実は23円で買えますので40円のところでやめるのに意味がある

のですが、産業用、業務用のところは10円台ですので、やはり20円程度のとこ

ろまでこないと自立的に立ち上がってくるのは困難です。 

 そういうところを狙いながら初期の補助をしていく、一方で単に補助という

わけにはまいりませんので、データ取りは当然のことながらさせていただいて

おりますが、どちらかといいますと、燃料電池でやっておりますように各家庭

に置いてみて、データをとってフィードバックかけて、さらに商品の完成度を

高めていくといったデータの持つ意味ほど大きなものではありません。 

 動かなくなったといったようなものは当然取った上で、そのデータも生かし

てくるわけですが、むしろ商品の確認に近いようなテストであるというふうに

ご理解をいただきたいと思います。そういったことが背景にあるものですから、

大変冒頭、恐縮でしたが、やや場違いなものを用いているのではないかという

心苦しさがあるわけです。 

【座長】わかりました。委員は今のままでよろしいでしょうか。 

【委員】確認ですけれども、１０ページではこの当該実証事業バルク型が主体

だと先ほど回答があったと思うのですが、これは平成２６年度まで続けていこ

うというわけで、１２ページで見た場合のいわゆる技術の進展の１２ページで

書いてどんどん新しいものが出てくる。これはそうすると、また別な実証事業

が出てくるということを予感しているのか、そこをよく理解できなかったので

すが。 
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【経済産業省】これは一緒の枠の中で、その年々の採択をどういうふうにして

いくかということです。 

【経済産業省】これは一緒の枠の中で、その年々の採択をどういうふうにして

いくかということです。 

【委員】そうするとポイントはこういう理解でいいですね。この実証事業は、

１２ページの図で、現状はバルク型でスタートするが、１２ページに沿って技

術革新に応じて対象、実証は変えていくと理解していいですね。 

【経済産業省】そういうことです。蓄電池なんかが出てきましたら、そういっ

たところを中心に応援していくとこういうことです。 

【委員】先ほどの質問と続きですけれども、随分太陽電池というのは今までの

補助金の政策によって普及してきたと、僕の分析でもそういう気がするのです

けれども、今後のことを考えたときに、今の要するに歳出のあり方だと、言っ

てみれば経常支出で終わってしまうわけですね。それを社会的資本として国に

リターンできるような資本支出みたいなものに向けるような考えはないのです

か。 

 例えば、国の公共施設でも太陽電池が全然張り巡らされていないところがい

っぱいあるわけです。そういうところへ導入して、そういうリターンを、国に

戻すと、そういうようなことであると相当打ち出の小槌みたいに結構予算が回

りやすいような気がするのですけれども、そういう考えがあるならお教えくだ

さい。 

【経済産業省】非常に重要なご指摘で私どもの思いといいますか、志はそのあ

たりにあります。 

 例えば、高速道路の壁など、いろいろな面積があって太陽が降り注ぐわけで、

そういうのり面等や、防御壁のところにシースルーの太陽電池を含めて導入で

きないかということで、こういうところの各省連携ということも重要です。 

【座長】恐縮ですけれども、時間が大分過ぎておりますということで、大体様

子はわかりました。 

【経済産業省】大所高所からぜひ各省、叱咤激励いただきたいと思います。 

【委員】太陽電池をつくっているメーカーが強くならないと安くはならないわ

けです。５ページ、幸いにして、今、世界の生産の半分を日本が担っているわ

けで、この中で輸出というのはどのくらい含まれているのかということと、各

太陽光メーカーは今後輸出の比率をどういう方向へもっていこうと思っている

のか。国内で需要がたくさんあれば、多分国内でやると思うのですけれども、

その辺ちょっとわかる範囲でお願いします。 

【経済産業省】実は世界のマーケットは動きが激しいです。実は今日本のメー

カーは国内で売る３倍ぐらいをヨーロッパマーケットで売っております。特に、
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ドイツ、そしてイタリア、スペイン、これはもう先ほど申し上げたフィードイ

ンタリフで80円ないし、70円級で買っているということがありますので、太陽

光発電を設置すれば金融面でうまくいくという話になっておりますので、メー

カーとしては、今のところヨーロッパ中心にマーケット展開していますが、

先々は中国も大きなマーケットになると考えているようです。ただ、工場進出

に関しては、技術をどういう形でキープしていくのかという点が重要でして、

コア技術はできるだけ国内に残しながらモジュール組み立てのところを現地で

やるといった工夫をしつつあるようです。 

 一方で、ベンチャー企業が随分台頭してきております。中国のサンテックが

２位とか５位とかその辺に来ておりますので、そういった半導体で従来起きて

いたようなイノベーション競争、このあたりも実は見ておきませんと、この日

本の半分というのは安泰ではないとこんな状況です。 

【座長】どうもありがとうございました。 

 大分時間が過ぎてしまいましたので、一応質疑はこれで切りたいと思います。 

 なお、我々議論した後、もう少し詰めてご回答いただくような点が出てくる

のではないかと思いますので、引き続き、経済産業省としてはよろしくお願い

いたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

（経済産業省説明者退席） 

 

【座長】それでは、引き続き、まずまとめの議論に入りたいと思います。我々

としては、もう一回、彼らと議論するチャンスがあるわけで、それまでの間に

詰めておいていただきたい論点を明確にするということ、それに沿ってまたさ

らに具体的に評価項目等に関連した何かお話を伺うとすれば、それもまた議題

としてお伝えしておきたいと思っているわけであります。 

 時間が非常に限られていますので、私の気付いたことを私なりに拾い上げて

みますと、まずフィールドテストと言っているわけですけれども、その中身が

何かというのは依然として言ってはないようですけれども、ある意味では単に

導入補助だというわけだけれども、それは資金提供するだけの話なのかという

と、そうでもなくテストするという要素も含んでいるというこういうことがあ

りました。 

 多分、このあたりはある程度幅を持って対処したいとお考えなのだろうと思

うのですけれども、目的と関連するわけですけれども、委員がおっしゃったよ

うに、どういうスキームのモデルを念頭に置いてテストをするのか、導入促進

を広くということがやはり問題ではないかなと、非常に大きな論点ではないか
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なと思います。 

 これは全体が一色のスキームである必要は決してなくて、ミクロなスキーム

をまさに導入促進としていろいろ試してみると、こういうスキームだったらば、

うまくいきそうだというのを事例的にいろいろ比較をするというようなものは

まさに導入テストに当たるのではないかと思うわけです。その種のいわば導入

コンセプトの展開というのはどのようになっているのかということが１つある

かなと思います。 

 それから、委員がご指摘になったターゲットコストはどのあたりを考えるの

かということと、それから先ほど委員がおっしゃったようにマーケット分析と

いうか導入量との関係というのはどういうことをモデル的には想定しているの

かということがあったわけですけれども、これは同じ原資を投入するにしても、

その後、導入が増えるようなタイプのところに選択的に投資をすべきだという

ことは当然あり得るわけなので、ですから何でもいいからとにかくできている

製品にお金をつければいいという、そういう話では決してないだろうと思うの

です。このあたりの検討がどこまで、どれぐらい決まっているのかといったよ

うなことも、もう少しお考えいただいた方がいいかなとも思いました。 

 今のようなこと以外に、まだ重要なことがあるかと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

【委員】経産省も言っていたように、今まで家庭用で補助していたものをそれ

を切られてしまったので、目先を変えるんだよとこう言っているわけです。 

 だから、それは何のためにやるのだと。だから、それはＣＯ２を削減するた

めに日本がある程度ターゲットを決めたことをちゃんと守るためにやるのか、

何かそこのところの基本的な考え方が、マーケット開発でもいいと思うのだけ

れども、そこのところが何となく弱いような気がするけれども。 

【座長】要するに公的資金を使うわけですから、需要者側でペイするかどうか

という話もさることながら、公的にペイするかどうかということをまずは国民

に説明してもらわないといけないだろうと思います。 

 これは私も非常に重要なポイントだと思います。 

【委員】そういう意味で言いますと、今既に大体民間で始まったようなところ

の量を増すだけであれば、わざわざいわゆる研究開発費的な性格のお金は使わ

なくても、まさに補助金的な話になってしまう。 

 ですから、今まで使えていないようなところの新しいアプリケーションの開

発だとか、そういうところに道をつけるようなそういう使い方だと少しは研究

開発的な性格が出てくるのではないのかなという気がするのです。 

 今の回答ですと、そうではないということは極めて明確で、ですから何か本

当にお金を出して使えるという補助金という性格が非常に強いような気がして
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います。 

【委員】こういう種類の経常補助金としては、役割は終わったと思うのです。

十数年前にやった最初の立ち上げのときはすごくうまくいったと思うのです。

随分安くなった。今３キロワットで家庭向けでいろいろ入れて200万円前後ぐ

らいですか。それが、要するに一月平均的に6,000円とかそれぐらい電力を発

生するということですから３％ぐらい回るわけですね。だから、もうそれは市

場に任せればいいのではないかと思うのですけれども、ただチャンスは１つあ

ると思うのです。 

 例えば、要するに財政赤字の折にこういうものを使うわけですから、先ほど

発電所という発想があったわけですけれども、例えばアーヘンモデルというの

がありますね。家庭の屋根に置いてもらって、それで電力を一部あげるから、

地代としてあげるからそれをやるということでしょう。ところが、公共施設、

国会議事堂から何から何まで余っているわけですよ、屋根は。何でそれをやら

ないのか。 

 それでまとめてやったら、今３％と言いましたけれども、恐らく販売費から

何から何まで含めたものが200万円というものでしょう。半分だとしても６％

でもあるわけです。国債１％で６％でまわったら財政赤字も改善できるわけで

す。 

 そうすると、あるところまでは打ち出の小槌が使えるはずです。さらにＣＯ

２も削減できると。それだったらもっともっとたくさんつけてくれという要望

も出てくる。それから公共の小学校もあるし、いっぱいあるわけでしょう。そ

ういうところに入れる、そのかわり電気料金は全部財務省に入れてしまう。こ

のような観点から社会資本として使うならいい。ただ、使い捨ての補助金は役

割を果たしたという気がするのです。 

【座長】非常に重要なポイントだと思います。 

【委員】今の委員のお考えは非常に斬新で、予算の費目はまた違ってくるのか

と思いますが、面白いあれだと思います。 

 この費目のあれとしては、正直ほかもそうだと思うのですが、非常に野心的

な導入目標があって、これ自体は、あの場所はちょっと口を滑らせてしまいま

したが、何とか応援したいとは思うんですが、確かにおっしゃるように、補助

金を出す状況は終わったと。これも非常に微妙でマージナルにところではない

かと思うのですね。60万か70万のところで年間３万ずつという額があったとし

て、単純な定額タイムで２０年から３０年ぐらいというのは一般消費者にとっ

ては非常に微妙で、意識の高い人は入れるし、余裕のない人は入れないと。そ

うすると、その分布がどうなっているかで、今後このまま順調に普及が進むか

それとも墜落するかという非常に微妙なところで、これではしごを外して成功
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とまではちょっと私は若干心配な面はあると思います。 

 ただ、いずれにしても、正直、量とコストの間には明確な戦略というか、導

入のシナリオというものは残念ながら引かれていなくて、ともかく熱心に色素

もやっています。どうぞ利用し、ドットもやっていますと、ありとあらゆるこ

とをともかく頑張って前に進んでいるというこれはもうわかるのですが、こう

いう種類のものできちんとこれだけやって、そのときにマーケットはこうなっ

ているというようなことはほとんどつながりがないという状況ですから、少な

くとも普及のためのものだということであれば、もうちょっとここにこう入れ

ると、これだけ普及の促進になって、このシナリオ、これだけ後押しすること

になるんだという戦略が今はないとしても、何とかつくって説明していただか

ないと、確かに国民に対する説明責任になっていないかなとは思います。 

【座長】端的に彼らの主張の整理をしてみると、23円で電力会社は買ってくれ

ているときは、それだったらば何とか対応できるぐらいにはなったと。ところ

が10幾らでしか買ってくれない事業所になると、やはり補助をつけないといけ

ないでしょうという、こういう話ですね。そういう補助というのは、結局需要

者側のメリットを何とか補てんしましょうということに尽きるわけですね。 

 それともう一方では、委員や委員おっしゃられるように、社会全体としてメ

リットが生み出されるという仕組みをやはり考えないとまずかろうという。特

定の事業者だけが、メリットを得るというのは、やはり公的資金の使い方とし

ては、これは財政審議会だってそういうものはご法度だという話に多分なるだ

ろうと思うのです。ですから、このあたりをもう少し工夫すれば、私は普及促

進ということは可能だと思います。 

 それから、研究開発の話までうんと広げてしまうと、何を言っているかわか

らなくなるので、当面、実用化ができるぐらいの製品の商品開発の部分という

のは含めてもいいのではないかなと思うのです。 

 例えば、封資材が劣化のために一番ネックになっているとすればその部分を

寿命を伸ばすためにどういうふうにすればいいかとか、あるいは使い方として

どういう使い方をすればいいかとか、こういう種類の話は研究開発ではない、

商品開発の部分だろうと。それのテストをするというんだったらば、趣旨はあ

る程度は理解できると思うのですが。 

【委員】私の方も今委員が言われたようにかなりマージナルな状況ではないか

なという印象を持っております。 

 その１つとして、例えばこういう太陽光発電が本当に自然にどんどん普及促

進されていくにはやはり商品としての品質といいますか、それのコンセンサス

がある程度とれる必要があると。 

 といいますのは、車とかですと、これだけのお金でこういう車を買うとどれ
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くらいのパフォーマンスであるというのは、かなり明確に確立されております

けれども、どうしても自然エネルギー対象のシステムになりますと非常に不確

定要素がかなり絡むということと、同じシステムを入れても状況がかなり異な

るところも出てまいります。 

 もう一つは、発電設備といいますか、発電という商品の性格上、やはりある

程度のロバスト性といいますか、耐用年数といいますか、そういったところも

考えなければなりませんので、どうしてもかなり継続的に長くサーチしていく、

あるいはかなりの数を入れてそういったものを精査していくということがどう

しても必要不可欠ですので、そこら辺までかなり品質に関するコンセンサスが

とれれば、１人立ちのステージに行ったかなと思いますけれども、今の印象と

してはマージナルな感じがいたしております。 

【座長】そういう意味では、完全に市場化されているとはとても言えない状況

ですね。 

 それから、もう少し社会的な価値をつけ加えて、非市場的な価値を加えて、

その部分は国がやはり負担をしましょうというような論議になるのだろうと思

います。 

 こういう議論はまだ何時間も続けるぐらいの内容があるかと思いますが、一

応５時半までということになっていますので、ぜひにという論点があればここ

でもまたお出しいただいてもいいですがいかがでしょうか。 

【委員】なかなか国内だけで考えるとエネルギーは余っているわけです。しか

も、みんな今メーカーの製造拠点が海外に出てしまっているから、そう伸びな

い。 

 そういう中で、新しいエネルギーをどう入れていただくんだと。そうしたら

環境問題ですよね。あるいはＣＯ２問題。だから、これを日本としてもある程

度デューティとして達成していかないとだめだ。 

 それは原子力や太陽電池があるのだけれども、というかその他エネルギーで

一番大きいのは太陽電池ですね、風力もあるけれども。だから、そういう国の

政策としての意味合いも少しあるのかないのか、これもやはりすごく重要で、

しかも今、太陽電池をつくる方は多分輸出しないと生きていけないと思うので

すよ、国内のマーケットだけでは。そういうジレンマもある。 

 だからそういういろいろなそれぞれさまざまな願いがあって、そういう中で、

それでは日本として、政策のコアとしてどうやっていくんだと。環境問題も含

め、そういう課題ではないかと思っています。 

【座長】トータルＬＣＡの分析をすると、ＣＯ２対策には、これはまだほとん

ど寄与しないと。トータルＬＣＡで言いますと、つくるときの使うエネルギー

とか、それからリターンが電力として考えてみると非常に少ないわけです。 
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【委員】それはオーソライズされているのでしたか。 

【座長】我々計算してみると、原子力とかあるいは火力でＣＯ２処理をすると

いうことを考えればというようなことを考えれば、そちらの方がかなり安いの

ですよ。 

【委員】素直に火力を比較すると１けた下がるでしょう。原子力の倍ぐらいな

のでしょうけれども。 

【座長】計算の仕方はいろいろありますけれども、例えば原子力だと1000年ぐ

らい廃棄物をちゃんと管理してといったようなコストを入れても、火力がＣＯ

２を処理するのに比べてちょっと高くなる程度ですね、全プロセスに関してや

っていくと。それに対して、この光の場合だったらやはりかなり高くなってし

まうのですよ。 

【委員】コストで言うと確かにおっしゃるとおりかもしれませんね。委員と昔

ＬＣＡのあれをやっておりましたが、そのときのデータですと、太陽電池屋根

置きはキロワットアワー70グラムとかそれぐらいのＣＯ２で原子力軽水炉は20

グラムぐらいで、天然ガスやなんかだと600グラムとか、石油だと800とか、そ

ういう値ですから、ＬＣＣＯ２は確かに小さいのですが、委員おっしゃるよう

に、ライフサイクルのコストとかそういうことでやるとやはり圧倒的に太陽光

は大きいのですね。 

 ただ、彼らもコストで最終的には７円にして、要するに一般の火力と強豪す

るんだと言っているけれども、それはちょっと違うのかなと思っていまして、

つまり一般消費者が屋根に置く、そのときの投資基準と大規模に発電して電力

会社等が事業をする、そのときの投資回収の基準は全然違うので、意識決定の

基準が違うものが入っているわけですから、全くキロワットアワー当たり同じ

コストにならなければいけないというのは、以前のアラキさんのご説明のとき

も笑いながらご説明されていたのですけれども、ちょっと違うのかなと思って

おりまして、その辺も本当は聞こうと思ったんです。その前で彼らがとまって

しまったので聞けなかったのですが、コストは高いのはおっしゃるとおりだと

思います。 

【座長】本来、今のようなことをもう少し詰めて、我々自身も認識を共有した

方がいいとは思いますが、とりあえず今回については経産省にもう少しこうい

う点を詰めておけというそういう意味での論点を急いで取りまとめて、それで

次回までに情報をいただくと、こういうことにしたいと思います。 

 それで議論する時間は既に過ぎてしまいましたので、宿題として恐縮ですけ

れども、１枚紙のこういうものがあるかと思いますが、これに今回の議論の追

加意見あるいは追加だけではなく重要だと思われるようなものを簡単に記載し

ていただいて、それを事務方にお送りいただければと思います。 
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 それを我々で整理して経産省の方にもう少し対応していただけるようにお願

いしようと思います。 

 大体このようなことでよろしいでしょうか。 

 １つは非公開の問題がありますね。その非公開の問題以外では、今回今のよ

うなことで閉めてよろしいでしょうか。 

 

＜事務局から、今後の進め方等について説明が行われた。＞ 

 

【座長】①、②というのは、評価書を最終的につくり上げるときの参考意見を

事前に得たいということが主な点ではないかなと思います。それで③について

は先ほど来考えている点、まだ不十分な点をということですね。 

 ①、②は今の段階で評価のポイントを絞っていくというほどまだ議論は詰ま

っていないのではないかなという気がします。今後、ポイントとしてとこうい

う点を詰めるべきではないかとお考えの部分がもしあれば、重要な点としてあ

れば、それをご記載いただければいいのではないかと思います。 

 それから、今回の対象は研究開発課題では必ずしもないわけで、イノベーシ

ョンの最終段階の普及をサポートするとこういう趣旨で考えるとすれば、評価

項目も必ずしも②の各項目に当てはまらない部分もあるかと思います。それは

それである程度フレキシブルにお考えいただければいいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 もう一つ、公開、非公開の観点に関してですけれども、これは私が考えます

に、資料２－１の17ページはこれはまだ未確定で出せないという種類のデータ

だろうと思います。ですから、未確定のものがベースになっているとなるとか

えって誤解を受けるわけなので非公開が望ましいと思います。 

 資料２－２は経産省が言うような理由で非公開ということでよろしいかと思

いますがいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 以上で、本日の予定した議論は終了かと思いますが、皆さんの方で次回に向

けて何かご疑問の点があれば。 

【委員】これは追加質問として書けばいいんだけれども、皆さんから意見が出

ているように、国として何でこれをやるのかというところが不透明だと。僕は

環境問題というのがすごく大きいのかなと勝手に思っていたのですが、先ほど

の話を聞いているとまだクエスチョンでもあるのかなと。そこがはっきりしな

いことにはなかなか難しいかなと思っています。 

【座長】これは既にいろいろなところでかなり議論されています。 

【事務局】こちらからお話するにもちょっと差し出がましいのですけれども、
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この資料の中にも書いてありましたけれども、余り深く突っ込んで説明がなか

ったのですが、新国家エネルギー戦略というのが今年５月だったでしょうか、

資源エネルギー庁が中心になってつくったものがあるのです。それが本来国の

エネルギーの総合的な戦略、大きな戦略になっているはずですので、太陽エネ

ルギーについても本来はその中でどういう位置付けになっているのかというこ

とがあるはずで、そこが本日時間の制約もありましたので、余り説明いただけ

なかったのかも知れませんけれども、そこは追加説明ということで求めればご

説明はいただけるのではないかと思います。 

【委員】追加で少しお願いしたいと思うのですが、例えば２－１の資料の１４

ページあたりの設置事例、10キロワット、10キロワット、20キロワットという

のがありますね。こんな10キロワットなんていうのも小さすぎる。普及だった

らもっと大規模なものをやる。つまり、もっと大規模なところを入れてみてや

るとか、そういうものをもう少し具体的に出してもらわないと、判定しようが

ないような気がします。 

 これの100倍とか、200倍とか、そういうものをやって問題が起きるかとか。 

【座長】今のご意見も経産省側に伝えて、そういう計画があるかということに

ついて確認したいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、大分予定時間をオーバーしてしまいましたが、ご熱心なご議論あ

りがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

－了－ 

 

 


